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（１）審議概観

第173回国会において本委員会に付託さ

れた法律案は、内閣提出１件であり、可決

した。

また、本委員会付託の請願23種類142件

について、いずれも保留とした。

〔法律案の審査〕

中小企業又は住宅ローンの借り手から申

込みがあった場合には、金融機関はできる

限り、貸付条件の変更等を行うよう努めるこ

と等を内容とする中小企業者等に対する金

融の円滑化を図るための臨時措置に関す

る法律案が提出された。委員会において

は、条件変更等の申出が企業の信用不安

等を招かないようにするための対応策、金

融機関に求められる体制整備の具体的な

内容、金融検査マニュアル等の改定の方向

等について質疑が行われ、全会一致をもっ

て可決された。なお、附帯決議が付された。

〔国政調査等〕

11月17日、株価指標の先物取引に規制

を設ける必要性、平成21年度第２次補正予

算を必要とする理由及びその規模、個人事

業主の親族への対価の支払いを必要経費

として認めるよう所得税法第56条を見直す

必要性、貸金業制度に関するプロジェクト

チームでの検討内容と改正貸金業法を完

全施行する方針の確認等について質疑を

行った。

11月19日、当面の予算編成に対する財

務大臣の方針、行政刷新会議の事業仕分

けと予算編成の関係、国債発行額が税収を

上回った場合に想定される国債市場等へ

の影響、日本経済の現状に対する財務大

臣及び金融担当大臣の認識等について質

疑を行った。



（２）委員会経過

○平成21年11月12日(木)（第１回）

理事の補欠選任を行った。

財政及び金融等に関する調査を行うことを決

定した。

○平成21年11月17日(火)（第２回）

株価指標の先物取引規制に関する件、平成21

年度第２次補正予算の編成に関する件、改正

貸金業法の完全施行に関する件等について亀

井内閣府特命担当大臣、藤井財務大臣、峰崎

財務副大臣及び大塚内閣府副大臣に対し質疑

を行った。

〔質疑者〕

川上義博君（民主）、大門実紀史君（共産）

○平成21年11月19日(木)（第３回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

当面の予算編成に関する件、行政刷新会議の

事業仕分けに関する件、補正予算の執行停止

に関する件、国債発行の見通しに関する件、

財金分離の考え方に関する件、税制改革の理

念に関する件等について藤井財務大臣、亀井

内閣府特命担当大臣、大塚内閣府副大臣及び

峰崎財務副大臣に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

林芳正君（自民）、愛知治郎君（自民）、

荒木清寛君（公明）

○平成21年11月20日(金)（第４回）

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るた

めの臨時措置に関する法律案（閣法第11号）

（衆議院送付）について亀井内閣府特命担当

大臣から趣旨説明を聴いた。

○平成21年11月26日(木)（第５回）

参考人の出席を求めることを決定した。

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るた

めの臨時措置に関する法律案（閣法第11号）

（衆議院送付）について亀井内閣府特命担当

大臣、藤井財務大臣、大塚内閣府副大臣、峰

崎財務副大臣、松下経済産業副大臣、高橋経

済産業大臣政務官、近藤経済産業大臣政務官、

山井厚生労働大臣政務官及び参考人株式会社

日本政策金融公庫代表取締役総裁安居祥策君

に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

大久保勉君（民主）、水戸将史君（民主）、

荒木清寛君（公明）、大門実紀史君（共産）

○平成21年11月27日(金)（第６回）

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るた

めの臨時措置に関する法律案（閣法第11号）

（衆議院送付）を可決した。

（閣法第11号）

賛成会派 民主、公明、共産

反対会派 なし

欠席会派 自民

なお、附帯決議を行った。

○平成21年12月３日(木)（第７回）

請願第３号外141件を審査した。

財政及び金融等に関する調査の継続調査要求

書を提出することを決定した。

閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。


